
 四日市市行政不服審査法の施行に伴う整備条例をここに公布する。  

平成２８年３月２３日  

四日市市長   田  中  俊  行  

 

四日市市条例第３号  

四日市市行政不服審査法の施行に伴う整備条例  

 （四日市市個人情報保護条例の一部改正）  

第１条  四日市市個人情報保護条例（平成１１年四日市市条例第２５号）の一部

を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（定義）  （定義）  

第２条  この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

第２条  この条例において、次の各号

に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

(1) （略）  (1) （略）  

(2) 実施機関  市長、教育委員会、

選挙管理委員会、公平委員会、農

業委員会、固定資産評価審査委員

会、監査委員、公営企業管理者、

消防長及び議会の議長をいう。  

(2) 実施機関  次に掲げる機関をい

う。  

 イ  市長、教育委員会、選挙管理

委員会、公平委員会、農業委員

会、固定資産評価審査委員会、監

査委員、公営企業管理者、消防長

及び議会の議長  

 ロ  四日市市及び桑名市消防通信

指令事務協議会  

(3)から (8)まで  （略）  (3)から (8)まで  （略）  

  

（手数料）  （費用の負担）  



第２１条  前条第１項の規定による公

文書の写しの交付に係る手数料の額

は、次の各号に掲げる交付の方法の

区分に応じ、当該各号に定める額と

する。  

 (1) 白黒で交付する場合  用紙１枚

（Ａ３判以内の大きさに限る。以

下同じ。）につき１０円（両面に

複写又は出力された用紙について

は、２０円）  

(2) カラーで交付する場合  用紙１

枚につき３０円（両面に複写又は

出力された用紙については、６０

円）  

(3) 前２号に掲げる場合以外の場合   

 市長が別に定める額  

２  前項に定めるもののほか、手数料

の減免その他手数料の徴収に関する

事項については、四日市市手数料条

例（平成１２年四日市市条例第１０

号）の例による。  

第２１条  前条第１項の規定により公

文書の写しの交付を受ける者は、当

該公文書の写しの作成に要する費用

を負担しなければならない。  

  

（審査請求）  （不服申立て）  

第３５条  この条例の規定による個人

情報の開示、訂正、削除若しくは中

止の請求に対する実施機関の決定又

は不作為に不服がある者は、当該実

施機関に対して、審査請求（行政不

服審査法（平成２６年法律第６８

号）による審査請求をいう。以下同

じ。）をすることができる。  

第３５条  この条例の規定による個人

情報の開示、訂正、削除又は中止の

請求に対する実施機関の決定に不服

がある者は、実施機関に対して、行

政不服審査法（昭和３７年法律第１

６０号）による不服申立てをするこ

とができる。  

２  この条例の規定による個人情報の  



開示、訂正、削除若しくは中止の請

求に対する実施機関の決定又は不作

為に係る審査請求については、行政

不服審査法第９条第１項の規定は、

適用しない。  

  

（諮問等）  （諮問等）  

第３６条  前条第１項に規定する審査

請求があったときは、当該審査請求

に対する裁決をすべき実施機関は、

次の各号のいずれかに該当する場合

を除き、速やかに、審査会に諮問す

るものとする。  

第３６条  前条に規定する不服申立て

があったときは、当該不服申立てに

対する決定をすべき実施機関は、次

の各号のいずれかに該当する場合を

除き、速やかに、審査会に諮問する

ものとする。  

(1) 審査請求が不適法であり、却下

する場合  

(1) 不服申立てが不適法であり、却

下するとき。  

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容

し、当該審査請求に係る保有個人

情報の全部を開示することとする

場合（当該保有個人情報の開示に

ついて反対意見書が提出されてい

る場合を除く。）  

(2) 決定で、不服申立てに係る開示

決定等（開示請求に係る個人情報

の全部を開示する旨の決定を除

く。以下この号及び次条において

同じ。）を取り消し又は変更し、

当該不服申立てに係る個人情報の

全部を開示することとするとき。

ただし、当該開示決定等について

反対意見書が提出されているとき

を除く。  

(3) 裁決で審査請求の全部を認容

し、当該審査請求に係る保有個人

情報の訂正をすることとする場合  

 

(3) 決定で、不服申立てに係る訂正

決定等（訂正請求に係る個人情報

の全部の訂正をする旨の決定を除

く。）を取り消し又は変更し、当

該不服申立てに係る個人情報の全

部の訂正をすることとするとき。  

(4) 裁決で審査請求の全部を認容 (4) 決定で、不服申立てに係る削除



し、当該審査請求に係る保有個人

情報の削除をすることとする場合  

決定等（削除請求に係る個人情報

の全部の削除をする旨の決定を除

く。）を取り消し又は変更し、当

該不服申立てに係る個人情報の全

部の削除をすることとするとき。  

(5) 裁決で審査請求の全部を認容

し、当該審査請求に係る保有個人

情報の利用又は提供の中止をする

こととする場合  

(5) 決定で、不服申立てに係る中止

決定等（中止請求に係る個人情報

の全部の利用又は提供の中止をす

る旨の決定を除く。）を取り消し

又は変更し、当該不服申立てに係

る個人情報の全部の利用又は提供

の中止をすることとするとき。  

２  前項の規定により諮問をした実施

機関は、次に掲げる者に対し、諮問

をした旨を通知するものとする。  

 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不

服審査法第１３条第４項に規定す

る参加人をいう。以下同じ。）  

 

(2) この条例の規定による個人情報

の開示、訂正、削除若しくは中止

の請求をした者（これらの者が審

査請求人又は参加人である場合を

除く。）  

 

(3) 当該審査請求に係る保有個人情

報の開示について反対意見書を提

出した第三者（当該第三者が審査

請求人又は参加人である場合を除

く。）  

 

３  開示決定に対する第三者からの審

査請求があったときは、実施機関

は、審査会の答申を受けるまで、開

示を停止するものとする。  

２  開示決定に対する第三者からの不

服申立てがあったときは、実施機関

は、審査会の答申を受けるまで、開

示を停止するものとする。  



４  実施機関は、第１項の規定による

諮問に対する答申を受けたときは、

これを尊重して、速やかに、当該審

査請求に対する裁決をするものとす

る。  

３  実施機関は、第１項の規定による

諮問に対する答申を受けたときは、

これを尊重して、速やかに、当該不

服申立てに対する決定をするものと

する。  

５  実施機関は、第１項の規定による

諮問に対する答申を受けたときは、

答申書の写しを審査請求人及び参加

人に送付するものとする。  

４  実施機関は、第１項の規定による

諮問に対する答申を受けたときは、

答申書の写しを不服申立人及び参加

人に送付するものとする。  

  

（第三者からの審査請求を棄却する

場合等における手続）  

（第三者からの不服申立てを棄却す

る場合等における手続）  

第３７条  第１９条第２項の規定は、

次の各号のいずれかに該当する裁決

をする場合について準用する。  

第３７条  第１９条第２項の規定は、

次の各号のいずれかに該当する決定

をする場合について準用する。  

(1) 開示決定に対する第三者からの

審査請求を却下し、又は棄却する

裁決  

(1) 開示決定に対する第三者からの

不服申立てを却下し、又は棄却す

る決定  

(2) 審査請求に係る開示決定等（開

示請求に係る個人情報の全部を開

示する旨の決定を除く。）を変更

し、当該審査請求に係る保有個人

情報を開示する旨の裁決（第三者

である参加人が当該第三者に関す

る情報の開示に反対の意思を表示

している場合に限る。）  

(2) 不服申立てに係る開示決定等を

変更し、当該開示決定等に係る個

人情報を開示する旨の決定（第三

者である参加人が当該個人情報の

開示に反対の意思を表示している

場合に限る。）  

 

 （四日市市情報公開条例の一部改正）  

第２条  四日市市情報公開条例（平成１２年四日市市条例第６３号）の一部を次の

ように改正する。  

 



改正後  改正前  

目次  目次  

第１章  （略）  第１章  （略）  

第２章  行政情報の開示  第２章  行政情報の開示  

第１節  （略）  第１節  （略）  

第２節  審査請求に基づく諮問等

（第１７条―第２１条）  

第２節  不服申立てに基づく諮問

等（第１７条―第２０条）  

第３章  情報公開の総合的推進（第

２２条―第２７条）  

第３章  情報公開の総合的推進（第

２１条―第２６条）  

第４章  補則（第２８条―第３１

条）  

第３章  補則（第２７条―第３０

条）  

附則  附則  

  

（手数料）  （費用の負担）  

第１６条  行政情報の写しの交付に係

る手数料の額は、次の各号に掲げる

交付の方法の区分に応じ、当該各号

に定める額とする。  

 (1) 白黒で交付する場合  用紙１枚

（Ａ３判以内の大きさに限る。以

下同じ。）につき１０円（両面に

複写又は出力された用紙について

は、２０円）  

(2) カラーで交付する場合  用紙１

枚につき３０円（両面に複写又は

出力された用紙については、６０

円）  

(3) 前２号に掲げる場合以外の場合   

 市長が別に定める額  

第１６条  行政情報（電磁的記録を除

く。）の写しの交付を受ける者は、

別に定めるところにより、当該写し

の交付に要する費用を負担しなけれ

ばならない。  

２  前項に定めるもののほか、手数料

の減免その他手数料の徴収に関する

２  電磁的記録の開示を受ける者は、

別に定めるところにより、当該開示



事項については、四日市市手数料条

例（平成１２年四日市市条例第１０

号）の例による。  

の実施に伴う費用を負担しなければ

ならない。  

  

第２節  審査請求に基づく諮問

等  

第２節  不服申立てに基づく諮

問等  

（審理員の指名の適用除外）   

第１７条  開示決定等又は開示請求に

係る不作為に係る審査請求（行政不

服審査法（平成２６年法律第６８

号）の規定による審査請求をいう。

以下同じ。）については、同法第９

条第１項の規定は、適用しない。  

 

  

 （諮問等）  （諮問等）  

第１８条  開示決定等又は開示請求に

係る不作為に係る審査請求があった

ときは、当該審査請求に対する裁決

をすべき実施機関（議会を除く。以

下この条及び次条において同じ。）

は、次の各号のいずれかに該当する

場合を除き、速やかに、四日市市情

報公開・個人情報保護審査会（以下

「審査会」という。）に諮問しなけ

ればならない。  

第１７条  開示決定等について行政不

服審査法（昭和３７年法律第１６０

号）の規定による不服申立てがあっ

たときは、当該不服申立てに対する

裁決又は決定をすべき実施機関（議

会を除く。以下この条及び次条にお

いて同じ。）は、次の各号のいずれ

かに該当する場合を除き、速やか

に、四日市市情報公開・個人情報保

護審査会（以下「審査会」とい

う。）に諮問しなければならない。  

(1)  審査請求が不適法であり、却下

する場合  

(1) 不服申立てが不適法であり、却

下するとき。  

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容

し、当該審査請求に係る行政情報

の全部を開示することとする場合

（当該行政情報の開示について反

(2) 裁決又は決定で、不服申立てに

係る開示決定等（開示請求に係る

行政情報の全部を開示する旨の決

定を除く。以下この号及び第２０



対意見書が提出されている場合を

除く。）  

条において同じ。）を取り消し、

又は変更し、当該不服申立てに係

る行政情報の全部を開示すること

とするとき。ただし、当該開示決

定等について反対意見書が提出さ

れているときを除く。  

２  開示決定に対する第三者からの審

査請求があったときは、実施機関

は、審査会の答申を受けるまで、開

示を停止するものとする。  

２  開示決定に対する第三者からの不

服申立てがあったときは、実施機関

は、審査会の答申を受けるまで、開

示を停止するものとする。  

３  実施機関は、第１項の規定による

諮問に対する答申を受けたときは、

これを尊重して、速やかに、当該審

査請求に対する裁決をしなければな

らない。  

３  実施機関は、第１項の規定による

諮問に対する答申を受けたときは、

これを尊重して、速やかに、当該不

服申立てに対する裁決又は決定をし

なければならない。  

  

（諮問をした旨の通知）  （諮問をした旨の通知）  

第１９条  前条第１項の規定により諮

問をした実施機関は、次に掲げる者

に対し、諮問をした旨を通知しなけ

ればならない。  

第１８条  前条第１項の規定により諮

問をした実施機関は、次に掲げる者

に対し、諮問をした旨を通知しなけ

ればならない。  

(1)  審査請求人及び参加人（行政不

服審査法第１３条第４項に規定す

る参加人をいう。以下同じ。）  

(1) 不服申立人及び参加人  

(2) 開示請求者（開示請求者が審査

請求人又は参加人である場合を除

く。）  

(2) 開示請求者（開示請求者が不服

申立人又は参加人である場合を除

く。）  

(3) 当該審査請求に係る行政情報の

開示について反対意見書を提出し

た第三者（当該第三者が審査請求

人又は参加人である場合を除

く。）  

(3) 当該不服申立てに係る開示決定

等について反対意見書を提出した

第三者（当該第三者が不服申立人

又は参加人である場合を除く。）  



  

（議会からの諮問等）  （議会からの諮問等）  

第２０条  議会が行った開示決定等に

ついて行政不服審査法の規定による

審査請求があったときは、議会は、

第１８条第１項各号のいずれかに該

当する場合を除き、審査会に諮問す

ることができる。  

第１９条  議会が行った開示決定等に

ついて行政不服審査法の規定による

不服申立てがあったときは、議会

は、第１７条第１項各号のいずれか

に該当する場合を除き、審査会に諮

問することができる。  

２  前項の規定により議会が諮問する

場合においては、第１８条第２項及

び第３項並びに前条の規定を準用す

る。  

２  前項の規定により議会が諮問する

場合においては、第１７条第２項及

び第３項並びに前条の規定を準用す

る。  

  

（第三者からの審査請求を棄却する

場合等における手続）  

（第三者からの不服申立てを棄却す

る場合等における手続）  

第２１条  第１３条第３項の規定は、

次の各号のいずれかに該当する裁決

をする場合について準用する。  

第２０条  第１３条第３項の規定は、

次の各号のいずれかに該当する裁決

又は決定をする場合について準用す

る。  

(1) 開示決定に対する第三者からの

審査請求を却下し、又は棄却する

裁決  

(1) 開示決定に対する第三者からの

不服申立てを却下し、又は棄却す

る裁決又は決定  

(2) 審査請求に係る開示決定等（開

示請求に係る行政情報の全部を開

示する旨の決定を除く。）を変更

し、当該審査請求に係る行政情報

を開示する旨の裁決（第三者であ

る参加人が当該行政情報の開示に

反対の意思を表示している場合に

限る。）  

(2) 不服申立てに係る開示決定等を

変更し、当該開示決定等に係る行

政情報を開示する旨の裁決又は決

定（第三者である参加人が当該行

政情報の開示に反対の意思を表示

している場合に限る。）  

  

第２２条  （略）  第２１条  （略）  



  

第２３条  （略）  第２２条  （略）  

  

第２４条  （略）  第２３条  （略）  

  

第２５条  （略）  第２４条  （略）  

  

第２６条  （略）  第２５条  （略）  

  

第２７条  （略）  第２６条  （略）  

  

第２８条  （略）  第２７条  （略）  

  

第２９条  （略）  第２８条  （略）  

  

第３０条  （略）  第２９条  （略）  

  

第３１条  （略）  第３０条  （略）  

 

 （四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正）  

第３条  四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例（平成２１年四日市市条

例第３号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（設置）  （設置）  

第３条  次の各号に掲げる事務を行う

ため、四日市市情報公開・個人情報

保護審査会（以下「審査会」とい

う。）を置く。  

第３条  次の各号に掲げる事務を行う

ため、四日市市情報公開・個人情報

保護審査会（以下「審査会」とい

う。）を置く。  

(1) 諮問機関の諮問に応じ、審査請

求について調査審議すること。  

(1) 諮問機関の諮問に応じ、不服申

立てについて調査審議すること。  



(2) （略）  (2) （略）  

２から４まで  （略）  ２から４まで  （略）  

  

（合議体）  （合議体）  

第５条  審査会は、委員３人をもって

構成する合議体で、審査請求に係る

事件について調査審議する。  

第５条  審査会は、委員３人をもって

構成する合議体で、不服申立てに係

る事件について調査審議する。  

２  （略）  ２  （略）  

３  前２項の規定にかかわらず、審査

会又は合議体が必要と認める場合に

おいては、委員の全員をもって、審

査請求に係る事件について調査審議

する。  

３  前２項の規定にかかわらず、審査

会又は合議体が必要と認める場合に

おいては、委員の全員をもって、不

服申立てに係る事件について調査審

議する。  

  

（審査会の調査権限）  （審査会の調査権限）  

第８条  （略）  第８条  （略）  

２から４まで  （略）  ２から４まで  （略）  

５  第１項、第３項及び前項に定める

もののほか、審査会は、審査請求に

係る事件に関し、審査請求人、参加

人（行政不服審査法（平成２６年法

律第６８号）第１３条第４項に規定

する参加人をいう。次条第２項及び

第１４条第１項において同じ。）又

は諮問機関（以下「審査請求人等」

という。）に意見書又は資料の提出

を求めること、適当と認める者にそ

の知っている事実を陳述させ又は鑑

定を求めることその他必要な調査を

することができる。  

５  第１項、第３項及び前項に定める

もののほか、審査会は、不服申立て

に係る事件に関し、不服申立人、参

加人又は諮問機関（以下「不服申立

人等」という。）に意見書又は資料

の提出を求めること、適当と認める

者にその知っている事実を陳述させ

又は鑑定を求めることその他必要な

調査をすることができる。  

  

（意見の陳述）  （意見の陳述）  



第９条  審査会は、審査請求人等から

申立てがあったときは、当該審査請

求人等に口頭で意見を述べる機会を

与えなければならない。ただし、審

査会がその必要がないと認めるとき

は、この限りでない。  

第９条  審査会は、不服申立人等から

申立てがあったときは、当該不服申

立人等に口頭で意見を述べる機会を

与えなければならない。  

２  前項の場合において、審査請求人

又は参加人は、審査会の許可を得

て、補佐人とともに出席することが

できる。  

２  前項の場合において、不服申立人

又は参加人は、審査会の許可を得

て、補佐人とともに出席することが

できる。  

  

（意見書等の提出等）  （意見書等の提出等）  

第１０条  審査請求人等は、審査会に

対し、意見書又は資料を提出するこ

とができる。この場合において、審

査会が意見書又は資料を提出すべき

相当の期間を定めたときは、その期

間内にこれを提出しなければならな

い。  

第１０条  不服申立人等は、審査会に

対し、意見書又は資料を提出するこ

とができる。この場合において、審

査会が意見書又は資料を提出すべき

相当の期間を定めたときは、その期

間内にこれを提出しなければならな

い。  

２  審査会は、審査請求人等から意見

書又は資料が提出されたときは、当

該意見書又は資料を提出したもの以

外の審査請求人等にその旨を通知す

るよう努めるものとする。  

２  審査会は、不服申立人等から意見

書又は資料が提出されたときは、当

該意見書又は資料を提出したもの以

外の不服申立人等にその旨を通知す

るよう努めるものとする。  

  

（委員による調査手続）  （委員による調査手続）  

第１１条  審査会は、必要があると認

めるときは、委員のうちから指名す

る者に、第８条第１項の規定により

提示された行政情報等を閲覧させ、

同条第５項の規定による調査をさ

せ、又は第９条第１項の規定による

第１１条  審査会は、必要があると認

めるときは、委員のうちから指名す

る者に、第８条第１項の規定により

提示された行政情報等を閲覧させ、

同条第５項の規定による調査をさ

せ、又は第９条第１項の規定による



審査請求人等の意見の陳述を聴かせ

ることができる。  

不服申立人等の意見の陳述を聴かせ

ることができる。  

  

（提出資料の閲覧等）  （提出資料の閲覧等）  

第１２条  審査請求人等は、審査会に

対し、審査会に提出された意見書又

は資料の閲覧（電磁的記録にあって

は、記録された事項を審査会が定め

る方法により表示したものの閲覧）

（以下この条において「閲覧」とい

う。）を求めることができる。この

場合において、審査会は、第三者の

利益を害するおそれがあると認める

ときその他正当な理由があるときで

なければ、その閲覧を拒むことがで

きない。  

第１２条  不服申立人等は、審査会に

対し、審査会に提出された意見書若

しくは資料の閲覧又は写しの交付

（以下この条において「閲覧等」と

いう。）を求めることができる。こ

の場合において、審査会は、第三者

の利益を害するおそれがあると認め

るときその他正当な理由があるとき

でなければ、その閲覧等を拒むこと

ができない。  

２  審査会は、前項の規定による閲覧

をさせようとするときは、当該送付

若しくは閲覧に係る意見書又は資料

を提出した審査請求人等の意見を聴

かなければならない。ただし、審査

会が、その必要がないと認めるとき

は、この限りでない。  

 

３  審査会は、第１項の規定による閲

覧について、日時及び場所を指定す

ることができる。  

２  審査会は、前項の規定による閲覧

等について、日時及び場所を指定す

ることができる。  

  

（答申等）  （答申等）  

第１４条  審査会は、諮問に対する答

申をしたときは、答申書の写しを審

査請求人及び参加人に送付するとと

もに、答申の内容を公表するものと

第１４条  審査会は、諮問に対する答

申をしたときは、答申書の写しを不

服申立人及び参加人に送付するとと

もに、答申の内容を公表するものと



する。ただし、第三者の正当な権利

利益を侵害するおそれがあると認め

る場合その他正当な理由がある場合

は、この限りでない。  

する。ただし、第三者の正当な権利

利益を侵害するおそれがあると認め

る場合その他正当な理由がある場合

は、この限りでない。  

２  審査会は、開示決定等又は開示請

求に係る不作為に対する第三者から

の審査請求に係る諮問があったとき

は、他の事件に優先して調査審議

し、早期の答申に努めなければなら

ない。  

２  審査会は、開示決定等に対する第

三者からの不服申立てに係る諮問が

あったときは、他の事件に優先して

調査審議し、早期の答申に努めなけ

ればならない。  

  

 （審査請求の制限）   

第１５条  この条例の規定による審査

会若しくは委員の処分又はその不作

為については、審査請求をすること

ができない。  

 

  

第１６条  （略）  第１５条  （略）  

  

第１７条  （略）  第１６条  （略）  

 

（四日市市職員退職手当支給条例の一部改正）  

第４条  四日市市職員退職手当支給条例（昭和３１年四日市市条例第７号）の一

部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（退職手当の支払の差止め）  （退職手当の支払の差止め）  

第１３条  （略）  第１３条  （略）  

２及び３  （略）  ２及び３  （略）  

４  前３項の規定による一般の退職手

当等の額の支払を差し止める処分

４  前３項の規定による一般の退職手

当等の額の支払を差し止める処分



（以下「支払差止処分」という。）

を受けた者は、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第１８条第

１項本文に規定する期間が経過した

後においては、当該支払差止処分後

の事情の変化を理由に、当該支払差

止処分を行った退職手当管理機関に

対し、その取消しを申し立てること

ができる。  

（以下「支払差止処分」という。）

を受けた者は、行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）第１４条

第１項又は第４５条に規定する期間

が経過した後においては、当該支払

差止処分後の事情の変化を理由に、

当該支払差止処分を行った退職手当

管理機関に対し、その取消しを申し

立てることができる。  

５から１０まで  （略）  ５から１０まで  （略）  

 

（四日市市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）  

第５条  四日市市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年四日

市市条例第８号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（任命権者の報告事項）  （任命権者の報告事項）  

第３条  前条の規定により、人事行政

の運営の状況に関し任命権者が報告

する事項は、職員（臨時的に任用さ

れた職員及び非常勤職員（法第２８

条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占める職員を除く。）を除

く。以下同じ。）に係る次に掲げる

事項とする。  

第３条  前条の規定により、人事行政

の運営の状況に関し任命権者が報告

する事項は、職員（臨時的に任用さ

れた職員及び非常勤職員（法第２８

条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占める職員を除く。）を除

く。以下同じ。）に係る次に掲げる

事項とする。  

(1) （略）  (1) （略）  

(2) 職員の人事評価の状況   

(3) （略）  (2) （略）  

(4) （略）  (3) （略）  

(5) 職員の休業の状況   

(6) （略）  (4) （略）  



(7) （略）  (5) （略）  

(8) 職員の退職管理の状況   

(9) 職員の研修の状況  (6) 職員の研修及び勤務成績の評定

の状況  

(10) （略）  (7) （略）  

(11) （略）  (8) （略）  

  

 （公平委員会の報告事項）   （公平委員会の報告事項）  

第５条  前条の規定により、業務の状

況に関し公平委員会が報告する事項

は、次に掲げる事項とする。  

第５条  前条の規定により、業務の状

況に関し公平委員会が報告する事項

は、次に掲げる事項とする。  

(1) （略）  (1) （略）  

(2) 不利益処分に関する審査請求の

状況  

(2) 不利益処分に関する不服申立て

の状況  

(3) （略）  (3) （略）  

 

 （四日市市固定資産評価審査委員会条例の一部改正）  

第６条  四日市市固定資産評価審査委員会条例（昭和２６年四日市市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（審査の申出）  （審査の申出）  

第７条  （略）  第７条  （略）  

２  審査申出書には、次に掲げる事項

を記載し、審査申出人がこれに署名

押印しなければならない。  

２  審査申出書には、次に掲げる事項

を記載し、審査申出人がこれに署名

押印しなければならない。  

 (1) 申出の年月日  

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び

住所又は居所  

(2) 審査申出人の住所及び氏名（審

査申出人が法人である場合におい

ては、その名称及び主たる事務所

の所在地並びに代表者の住所及び



氏名）  

(2) 審査の申出に係る処分の内容   

(3) 審査申出の趣旨及び理由  (3) 審査申出事項  

 (4) 審査申出の事由  

(4) （略）  (5) （略）  

(5) 審査の申出の年月日   

(6) （略）  (6) （略）  

３から５まで  （略）  ３から５まで  （略）   

  

（書面審理）  （書面審理）  

第１３条  （略）  第１３条  （略）  

２  委員会は、弁明書の提出があった

場合においては、審査申出人に対し

その副本及び必要と認めた資料の概

要を記載した文書を送付するものと

する。  

２  委員会は、弁明書の提出があった

場合においては、審査申出人に対し

その副本及び必要と認めた資料の概

要を記載した文書を送付するものと

する。ただし、審査の申出の全部を

容認すべきときは、この限りでな

い。  

３  （略）  ３  （略）  

４  委員会は、審査申出人から反論書

の提出があったときは、これを市長

に送付しなければならない。  

 

  

（手数料の額等）   

第１７条  法第４３３条第１１項にお

いて読み替えて準用する行政不服審

査法（平成２６年法律第６８号）第

３８条第４項の規定により納付しな

ければならない手数料の額、手数料

の減免その他手数料の徴収に関する

事項については、四日市市行政不服

審査会の例による。  

 



  

（議事についての調書）  （議事についての調書）  

第１８条  書記は、第１４条から第１

６条までに規定するもののほか、委

員会の議事について調書を作成する

ものとする。  

第１７条  書記は、前３条に規定する

もののほか、委員会の議事について

調書を作成するものとする。  

２  （略）  ２  （略）  

  

（決定書の作成）  （決定書の作成）  

第１９条  委員会は、審査の決定をす

る場合においては、次に掲げる事項

を記載し、委員会が記名押印した決

定書を作成しなければならない。  

第１８条  委員会は、審査の決定をし

た場合においては決定書正副各１通

を作成するものとする。  

(1) 主文   

(2) 事案の概要   

(3) 審査申出人及び市長の主張の要

旨  

 

(4) 理由   

２  法第４３３条第１２項の通知は、

審査申出人に対しては前項の決定書

の正本をもって、市長に対してはそ

の副本をもって、これをしなければ

ならない。  

 

  

第２０条  （略）  第１９条  （略）  

  

第２１条  （略）  第２０条  （略）  

  

第２２条  （略）  第２１条  （略）  

  

第２３条  （略）  第２２条  （略）  

  



第２４条  （略）  第２３条  （略）  

 

（四日市市税条例の一部改正）  

第７条  四日市市税条例（平成１６年四日市市条例第４２号）の一部を次のよう

に改正する。  

 

改正後  改正前  

（災害等による期限の延長）  （災害等による期限の延長）  

第１８条の２  市長は、広範囲にわた

る災害その他やむを得ない理由によ

り、法又はこの条例に定める申告、

申請、請求その他書類（審査請求に

関するものを除く。）の提出又は納

付若しくは納入（以下この条におい

て「申告等」という。）に関する期

限までにこれらの行為をすることが

できないと認める場合には、地域、

期日その他必要な事項を指定して当

該期限を延長するものとする。  

第１８条の２  市長は、広範囲にわた

る災害その他やむを得ない理由によ

り、法又はこの条例に定める申告、

申請、請求その他書類（不服申立て

に関するものを除く。）の提出又は

納付若しくは納入（以下この条にお

いて「申告等」という。）に関する

期限までにこれらの行為をすること

ができないと認める場合には、地

域、期日その他必要な事項を指定し

て当該期限を延長するものとする。  

２から５まで  （略）  ２から５まで  （略）  

 

（四日市市消防団員等公務災害補償条例の一部改正）  

第８条  四日市市消防団員等公務災害補償条例（平成１４年四日市市条例第３７

号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（審査請求）  （異議申立て）  

第５条  市の行う非常勤消防団員又は消

防作業従事者等の死亡、負傷又は疾病

が公務又は消防作業等に従事し、若し

くは救急業務に協力し、又は応急措置

第５条  市の行う非常勤消防団員又は消

防作業従事者等の死亡、負傷又は疾病

が公務又は消防作業等に従事し、若し

くは救急業務に協力し、又は応急措置



の業務に従事したことによるものであ

るかどうかの認定、療養の方法、損害

補償の金額の決定その他損害補償の実

施について不服のある者は、市長に対

し、審査請求をすることができる。  

の業務に従事したことによるものであ

るかどうかの認定、療養の方法、損害

補償の金額の決定その他損害補償の実

施について不服のある者は、市長に対

し、異議申立てをすることができる。  

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （四日市市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の四日市市個人情報保護条例第３５条から第３７条ま

での規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後にされた四日市市

個人情報保護条例第３５条に規定する実施機関の決定（以下「実施機関の決定」と

いう。）又は同条例第１２条第１項に規定する開示請求（以下「開示請求」という。）、

同条例第２２条第１項に規定する訂正請求（以下「訂正請求」という。）、同条例第

２７条第１項に規定する削除請求（以下「削除請求」という。）若しくは同条例第３

１条第１項に規定する中止請求（以下「中止請求」という。）に係る不作為に対する

審査請求から適用し、施行日前にされた実施機関の決定又は開示請求、訂正請求、

削除請求若しくは中止請求に係る不作為に対する不服申立てについては、なお従前

の例による。 

 （四日市市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の四日市市情報公開条例第１７条から第２１条までの

規定は、施行日以後にされた四日市市情報公開条例第１１条第１項に規定する開示

決定等（以下「開示決定等」という。）又は同条例第５条第１項に規定する開示の請

求（以下「開示の請求」という。）に係る不作為に対する審査請求から適用し、施行

日前にされた開示決定等又は開示の請求に係る不作為に対する不服申立てについて

は、なお従前の例による。 

 （四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第３条の規定による改正後の四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の

規定は、第１条の規定による改正後の四日市市個人情報保護条例第３６条第１項又

は第２条の規定による改正後の四日市市情報公開条例第１８条第１項の規定により

諮問された審査請求に係る事件から適用し、第１条の規定による改正前の四日市市



個人情報保護条例第３６条第１項又は第２条の規定による改正前の四日市市情報公

開条例第１８条第１項の規定により諮問された不服申立てに係る事件については、

なお従前の例による。 

 （四日市市固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措置）  

５  第６条の規定による改正後の四日市市固定資産評価審査委員会条例第７条第

２項、第１３条第２項及び第４項、第１７条、第１８条第１項並びに第１９条

第１項及び第２項の規定は、平成２８年度以後の年度分の固定資産税に係る固

定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について

適用し、平成２７年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税

台帳に登録された価格に係る審査の申出（申出期間の初日が平成２８年４月１

日以後である審査の申出を除く。）については、なお従前の例による。  

（総務部総務課）  


